
○東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理 

施設等の設置及び管理に関する条例の一部の施 

行期日を定める規則 

 令和 ３ 年 ６月 30 日  

    規 則 第 ６ 号  

  

東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理施設等の設置及び管理に関する

条例（令和３年条例第１号）附則ただし書に規定する規定の施行期日は、令和３

年７月１日とする。 

 

 

 


